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（資料1）  

腎疾患対策検討会開催要領  

（目的及び検討事項）  

1． 腎疾患対策検討会（以下「検討会」という。）は、厚生労働省健康局長より参集を求   

める有識者により、慢性腎臓病（CKD）対策、特に末期腎不全への進行を阻止する観   

点から検討を行うことを目的として開催する。  

（検討会の構成）  

2． 検討会に参集を求める有識者は腎疾患対策に精通した学識ないし経験を有するもの   

とする。  

（座長の指名：）  

3． 検討会に座長を置く。座長は、検討会構成員の中から互選により選出する。  

（作業班の開催）  

4． 検討会は、必要に応じ、外部専門家を交えた作業班を開催することができる。  

（会議の公開）  

5． 検討会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障   

を及ぼすおそれがある場合または知的財産権その他個人もしくは団体の権利利益が不当   

に侵害されるおそれがある場合には、座長は、会議を非公開とすることができる。  

6． 座長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を   

とることができる。  

（議事録）  

7． 検討会における議事は、次の事項を定め、議事録に記録するものとする。   

一 会議の日時及び場所   

二 出席した検討会構成員の氏名   

三 議事となった事項  

8． 議事録は公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合ま   

たは知的財産権その他個人もしくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場   

合には、座長は、議事録の全部または一部を非公開とすることができる。  

9． 前項の規定により議事録の全部または一部を非公開とする場合には、座長は、非公   

開とした部分lこついて議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。  

（検討会の庶務）  

10．検討会の庶務は、厚生労働省健康局疾病対策課において処理する。  

（雑則）  

11．この開催要領に定めるほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。   



（資料2）  

腎疾患を取り巻く現状について  
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我が国の主要な死因（2005）  
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悪性新生物  258．3  
心疾患  137．2  

脳血管疾患  105．3  
肺炎  85，0  
不慮の事故  31．6  
自殺  24．2  

老衰  20．9  
腎不全  16．3  

肝疾患  13．0  
慢性閉塞性肺疾患 11．4  

出典：人口動態調査（平成17年）  
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人工透析の糞用  

・人工透析にかかる医療費は1人年間約500   
万円   

一透析患者数約26万人では1．3兆円規模  

・腎臓移植を受けた場合、   
－1年目：約400万～500万円（移植手術費用含  

む）   

－2年目以降：180万円程度（漸次低下）  

（日本移植学会調べ）  
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（資料3）  

腎疾患対策におけるこれまでの取組み  

1 腎不全対策の主な歴史  

昭和42年   人工透析の医療保険適用   

昭和47年   人工透析に更生医療適用   

昭和53年   腎移植の医療保険適用（翌年更正医療適用）   

昭和55年   「角膜及び腎臓の移植に関する法律」施行   

昭和59年   長期高額疾病患者に対する高額療養真の支給  
制度対象として人工透析が選定される   

昭和59年   透析装置不足地域に対する整備責補助制度を  

創設   

平成元年   厚生省腎不全研究班を設置   

平成9年   「臓器の移植に関する法律」施行   

2 腎疾患対策の現状  

1）健診（検診）  

老人保健法に基づく基本健康診査、労働安全衛生法に基づく職場健診、   

学校保健法に基づく学校検診の実施など  

2）人工透析対策  

（D医療提供体制の整備   

・医師・看護師等の透析医療従事者への研修の実施  

日本腎臓財団が実施する［透析療法従事職員研修」への補助   

・透析装置不足地域への整備費補助  

人工腎臓装置不足地域設備整備事業  

②患者負担の軽減   

・長期高額疾病患者の高額療養費支給の対象  

1ケ月の自己負担上限：1万円（高額所得者（標準報酬53万円以上）  

は2万円）   

・身体障害者福祉法に基づく措置（更正医療・育成医療）   

③2次感染防止対策   

・「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関するマニュ  

アル」の作成と周知   

・血液透析に関連した院内感染事例が発生した際の措置  
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④災害時の対策  

・大規模災害発生時の人工透析に係る医療提供体制について（厚生労働   

省防災業務計画）  

・透析医療機関における水・医薬品の確保等  

・大規模な災害発生時の、被災都道府県等の関係機関への、人工透析提   

供体制の確保を求める通知  

3）臓器移植対策  

①臓器移植の実施状況  

臓器提供者数  移植実施件数  待機患者数  

うち脳死下  うち脳死下   

心臓   47名   47名   47件   47件   100名   

肺   32名   32名   35件   35件   135名   

肝臓   37名   37名   41件   41件   166名   

腎臓   852名   51名   1，560件  （※）99件   11，657名   

膵臓   40名   38名   40件  （※）38件   152名   

小腸   2名   2名   2件   2件   1名   

眼球（角膜）   9．198名   17名   14，985件   34件   3，355名   

（注）臓器提供者数及び移植実施件数については、脳死下及び心停止下の数。  
臓器提供者、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から平成19年8  
月31日（眼球（角膜）については平成19年6月30日）までの累計。  
待機患者数は平成19年8月31日（眼球（角膜）については平成19年6月30日）現在数。   

※ 膵腎同時移植32件を含む。  
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②ドナー対策  

・国民に対する普及啓発  

○臓器提供意思表示カード・シー ルの配布  

○政府広報、公共広告機構等を活用した普及啓発   

○各種パンフレットの作成・配布（中学校等）   

○臓器提供意思登録システムの整備（平成19年3月から運用開始）  

等  

・医療機関等に対する普及啓発   

○都道府県コーディネーターによる医療機関への協力要請   

○医療関係者に対する研修、マニュアル作成の協力等の実施   

○臓器移植ネットワークによる臓器提供病院への支援等  

・医療保険の被保険者証の意思表示記入欄の策定   

平成15年の健康保険法施行規則等改正に伴い実施可能となった。  

・厚生科学研究においてドナーアクションプログラムを実施  

4）研究の推進（現在実施中の研究）  

・腎疾患重症化予防のための戦略研究  

・進行性腎障害に関する調査研究  

・新規腎障害分子USAG－1を標的とした腎不全回復療法の開発  

・透析施設におけるブラッドアクセス関連事故防止に関する研究  

・透析施設におけるC型肝炎院内感染の状況・予後・予防に関する研究  

・ES細胞からの腎臓細胞誘導法の開発  

・慢性腎障害の重症化防止を目的とした幹細胞移植による残存腎機能再  

構築  
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（資料4）  

松尾委員提出資料  

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／70／01 厚生労働省  

厚生労働省  

第1固腎疾患対策検討会 資料  

わが国における  

CKD（慢性腎腐病）対策について  

日本腎膚学会CKD対策費且会、日本CKD対策協鶏舎  

名古屋大学大学院腎臓内科学  

松尾 清一  

発表の骨子   

1．慢性腎腐病はなぜ重要か？  

2．慢性腎腐病の概念と定義  

3．わが国におけるこれまでの取り組み  

4．CKD対策の目棲と今後の課題  

¢honi¢朋5e■5郎…伽鏑鯵  

人類句最大の脅威であるJ  

パ翌年における  

全世界の病因別死亡割合  

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  発表者のプロフィール  第1回腎疾患対策検討会資料  

2007／10／01厚生労働省 】  
1976年  名古屋大学医学部卒業  
1981年  名古屋大学大学院医学研究科修了  
1981年  米国留学（腎病理、腎臓病成因解明と新規治療法開発）  

1984年  労働福祉事業団中部労災病院内科副部長・人工腎圭長  
1986年  名古農大学区学部第三内科助手  
2002年  名古屋大学大学院医学系研究科教授・腎臓内科医長  

2004年  名古屋大学医学部付属病院副病院長  
日本腎臓学会慢性腎席病対策小委員会委員長  

2005年  文部科学省医学教育の改革に関する調査研究協力者会議委員  
2006年  日本腎臓学会理事・慢性腎粍病対策委員長  

日本慢性腎臓病対策協雄会理事・事務局長  
愛知腎臓財団常務理事  

2007年  名古屋大学医学部付属病院病院長、全学経営協請会委員  

惰性病   

●心血管病  

（心臓魚 脇血管＃喜）   

●カlん   

●惰性呼喩綽病   

●糖尿病   

●モの他（CKロ、dcI   
事故・外♯ヨ％  がん13％  

‘T仰絹欄g㌔ 

／＼蛙瓜瓜鑑 慢性呼吸儀 病 7％  
糖尿病 Z％  
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CKP対策が公衆衛生上なぜ重曹か？  

高い7弓イオりティー積得の条件  

CKDの概念＝CKDと刷可か？  第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

1．慢性に経過する腎臓病の総称  

2．腎障害（蛋白尿なと）と腎機能低下の二つの指   
標が診断の目安。（腎臓専門医以外の医師や市   
民にもわかりやすい＝誰にもわかり易い定義と   

ステージ分類を用いる）  

3．腎機能はGFR（m卜／mjn／1．73m2）で評価する  

4．治標目権は、新規発生の末期腎不全の減少と   
併発症（特に心血菅障害）の軽減  

5．社会を挙げての対策の実行を追及する   

I．CKDiゞCOmmOn  第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

CKp棒大変数が多い  

Z．CKDi∫摘rmf山  

CKD惨医学的にも社会経済相こも  

人矧ことって重大ぢ脅威である  

3．CKPiゞ什e∂†dble  

CKD胱の進行唐に応じた且標を  
定例こ治療が可能である  
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護頴：国の医肺葉への反哺  

厚生場働省の桝的アウト椚ム嘲究  
参考：米国の‘He8州1YPeopleヱ010H  

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／Dl 厚生労働省  

－CKp惨200丁年席の戦略的アウト椚ム研究の〒－マと  
して取り上げちれ与ことにぢった   

＊轟こ∈舌 頭′、（C個民こ：5詳i専官職蓬増毛ゴし．む′し7蓋し〉′簸玩ヤ†鶉こZけび0  

年わモZOI8年きてn閤i 病気丁二′1iモ脂ごた三タニイー 巨ブ ”＝緑臣＝ト  
ロシ」ウー ＝ー薫くiトY Fそ▲咋 ～8ぎ¢ ′い米崩厚生省 勅（）レム。．一灯′′弓イ、ナ  

亘‥†● ′－・I、・ヽり  庸一T 、・・・・■宰－！●J∴  ご阜・lt・  
、て  ■ ■ －，■：∵計 ・，－・ 、  

－、、一  
医療政策への位置づけ：保険診療への組み込み  

蛋白尿】－  

ざ白尿の手呈度と巨SRD発症率  第1回腎疾患対策検討会資料 2007／10／01厚生労働省    5  ；∃ ≡喜≡≡≡＿＿・【i  ○／．           ・軍票■■■■■■■【   
O I Z】1 5‘17さ qlOII‖＝ほ14I5‖日日  

橋診橡の糊㈹、年  
IsEbKe【d〟J〟′】～lJJIJ6う1468－1474，ヱ003  

腎機能評価（GFR）に  

関する今徐の隷雫  

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

新式のvalld∂t10∩を行う必書がある。現在、プロジェクトでイヌリン  

クリアランス（Cin）測定を終了し、解析中である。論文化したあと、  

公式の結果長来年の腎凛学会までに■終報告する。  

2008年にシスタテンCの標準化が行われれは、ただちにシスタチ  

ンCを使用した式も作成し、他の式と比較検討する。  

臨床腎紬学会との合同で腎移植ドナーのCinを測定しており、  

日本人の正常GFRを把掘する。  

全国10施設の2005年の健診データを使用して再度GFRの分布 

頻度、加齢による腎機能低下運慶．を調べる。  

との程度のGFR低下がCVDの発症のリスクか、検証する。  

eGFRの自動レホートを検査爛連の学会書と協議して実現する   

5  



箋1回腎疾患対策検討会資料  
2（旧7／10乃1 犀生労♯省  

ヽ  ，〟！＋′11  

t 嶋  

・e  

句1‖l慮⊥1’．1宣  

二L  二 ■  

h： ＝el－‾● ■■：：  

■立 ユh土一こ下．■篭咋上手▲てさ■ゎたて▲  

電■  こ  
上桁に餅ir  

i急病▲銅臭雷■rる  

■■■上⊥‖■■■D■▲lもし■■■巾■コ■■  

一日hり門   

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

日本慢性腎臓病対策協議会  
JapanA≡，SOじIatFOnOfCKD FnFtlatIV已   

構成国休  
日本腎臓学会／日本透析医学会／日本小児腎臓病学会  
オブザーパー  
日本腎臓財団／NPO法人腎臓病早期発見推進機構  
賛同団体一覧  
日本医師会／日本内科学会／／日本糖尿病学会／日本循環器学会／ 日本高血圧学会／日本動脈硬化学会／日風 

本痛・核酸代謝学会／日本肥満学会／  
日本泌尿器学会／日本臨床腎移植学会／日本小児腎不全学会／  
日本腎不全看護学会／日本薬剤師会／日本甘と薬剤研究会／日本人間ドック学会／  

日本臨床衛生検査技師会／日本臨床検査医学会／日本臨床化学会／  
日本臨床検査自動化学会／日本病態栄兼学会／日本栄養改善学会／  
日本病院薬剤師会／日本産業衛生学会／全国腎臓病協謙会／  
NPO法人腎臓サポート協会  

（祁は日本人∽催療を偽乃tす妻犬な脅威小  

透析、心臓血管倖害、死亡の重大りスウである   

惰性腎隋病（CKP）を考えるパネルシンポ   

●平成lさ年コRII日（日）年維I時ノ5時  

●財団法人圭棒金脂プラザエフ（東京都千代田区六番町）  

●8本人の健康を脅かす食感と移っこいる悔性腎腺病の  
実態と対策を考えるイベント  

●世界腎臓予一価rId KidneY pdY）と連携しこ開催  

主催：8奉惰性腎臓病（C仰）対策協議会   第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

ストyフ・ザ・腎不全  
惰性腎臓病（CKp）対策を考える講演会  

菱由 明（日本慢性腎臓病対策協嶺会 理事長）  
黒川 清 （政策研究大学院大学）  

洒＃紀 （日本腎臓財団理事長）  

唐沢祥人（日本医師会会長）鈴オ：講（会長代理・常任理事）  

油井 清治（全国腎臓病協議会会長）  

開会の挨拶  
挨拶  

T 慢性腎臓病対策の疫学  今井囲裕（大阪大学〕  
2医療綬済的側面からみた悼性腎臓病 山探邦弘傾漉大字）  
3悼性腎臓病の診療  内田俊也（南東大学）  

秋澤忠男（昭和大学）上村 治（あいち小児保健医療総合センター）  

4 慢性腎臓病対策を推進するナ＝めに  
日本CKD対策協機会  市川 家園（東海大学）、械野 博史（岡山大学）  
8本医師会鈴木満（常任理事）、日本高血圧学会 石光俊彦（構協医科大竿）  
日本循環器学会 島本和明（札嘆医科大学）  
日本糖尿病学会 羽田謄計（旭川医科大学）  
人間ドック学会 原 茂子（虎ノ門痢軒  
腎と薬剤研究会 泉谷川功（中紗労災病院）  

5国際的な慢性腎臓病対策と「世界腎臓デーj  塚本雛介（秀和綜合病院） 6 K80PJap抑lこついて     高橋進（腎臓病早期発見推進機 

構堰手長）  

7慢性腎臓病対策を進めるための行動宣言   松尾清一（名古屋大字）  

開会の挨拶 宵蒋明（東海大学〉  第1回腎疾患対策検討会資料  
20〔】7／10／01 厚生労働省  
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惰性腎臓病（C柑）   

7レスセミナー  

第1回腎疾患対策検討会資料  
2007／10／01 厚生労働省  

＝】刊ホ■】4／6  【J叩anMed川e】4／6  

CトDノ占点て日吉嵐▼＿人・適p闇題石偏  

プライマリケア匹と■円鑑の■桝で  

CKβ雲呑の手機亡生活の冨襟馨のだのの行動計薩   

● 化合 患儲 保障名に声1すづ〉行動丘寸曲   
即一般市民、患者、ぐ【p対策に大e＜影■を及ぼ寸分野の人たち、例えば鐘濱事書や   
人口統拙筆曹．±ちに鯵ま払い■t牌讐）など．代書『谷田♯専有簿■に蠍書曹発  
キャンペーン電行う  
削 CVp看官仇た特以外のR瞥＃書亡C仰の側価を牡毎に広＜アピールする  
C）スウり－＝ンケ■暮竹★性■蕪書が縫われる鳥青書挿■す魯た朗の羊剛≠ぢ指針  

（捗靡¶イド）書作成して安曇し．書電話勤をする  

● 亀醜名 C〔ロ亀魚をi7うt思．二トド亨、fJしlし対司る奪う熟談貞   一）¢やCl♪ 
事傷■凪並行織tにあるの結合的マネジメントシステムの有紬憧に闇す魯  

研究看行う   
8）t鵬の繹■畿楕聾化看めぜしこ併l！繰書式¢仁ぐIpの挿■方法に闇する統一的ぢ   
手法魯欄t／t棚や間違攣曇、団♯ぢとと共闘して職書手   
C）Clp靡書を対■にClpと【SRp／C仰の閤速につい乙t書研究員び介入稽究敢行い、自  

然瞳や治徽勤■について牡触に〒一句モ収暮寸●   
p）必■¢研究ヰt書館慶す番た仇に．乍賢の粋電超えた響■的ぢ組織最小■書る   
【）Clp克kのたあに溝助しているすべてのクルーつや団体有給嘉し、組織する   
F）甘■戚♯暮（特に経書併R）の暮良書進めるぢ仁．＃貴重、島■雄供曹、社会に広  

くC仰の精一的ぢ正義をtけ入れてもらうた訪の企繭魯文て書行書る   

● り枚 践嗣l）対寸る†H臥講慶  
一）■肴雀のt廉敵事の中に総合■不全対策せ中心的少量として館左する■う■告別十  

手仁ともに、嶋壇■位でもt捗ぢ亡の旛薫にCl脚薫を凍み込書せる  

第1回腎疾患対策検討会薯料  
2007／10／01 厚生労働省  CKDの地域医撥連牒の課題  

1．日本CKD対策協議会の基盤強化  

2．腎臓専門医とかかりつけ医との連携体制の構築   

と診療ツールの開発  

3．実態に即した地域連携パスの作成  

4．腎臓専門医の育成  

5．社会への啓発活動の強化・行政との連携  

6．医療政策への位♯づけ：保険診療への組み込み   

特定検診における保健指導と受診勧告のあり方   

7  



（資料5）  

腎疾患対策検討会の検討範囲  

CKDのステージ分類（CKD診療ガイドより）  

ハイリスク群（糖尿病、高血圧、メ   ≧90（CKDのリスクプア  

タポリック症候群、家族歴など）   クターを有する状態で）   

腎障害は存在するが、  

GFRは正常または増加   ≧90   

2   
腎障害が存在し、  
GFR軽度低下   60～89   

3   GFR中等度低下   30～59   

4   GFR高度低下   15～29   

5   腎不全   ＜15   

CKDl－3期は自覚症状に乏しく、本人が気づいていないことが多い。  

他の疾患（糖尿病、高血圧など）で治療されていてもCKDは見逃されやすい。  

土工  

腎機能に異常がみられた後に重症化を防止し、慢性腎不全による  
透析導入への進行を阻止することを目標とする。   



（資料6）  

腎疾患対策検討会の検討事項（案）について  

1）一般国民に対する腎疾患に関する普及啓発  

2）医療提供体制 （受診勧奨、かかりつけ医と専門医の連携等）  

3）診療水準の向上（ガイドラインの作成・普及等）  

4）人材育成 （研修会・講習会の実施）  

5）研究開発の推進  

6）その他   




